
船舶事故調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和５年１０月２０日 １３時３１分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市松山港第１区内港フェリー岸壁 

 松山港防波堤灯台から真方位１３５°２７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５１.９′ 東経１３２°４２.６′） 

事故の概要  旅客フェリーおれんじじゅぴたーは、着岸操船中、岸壁に設置され

た防衝板に強く接触し、続いて着岸中の交通船第十一睦
むつ

栄
えい

丸に衝突し

た。 

事故調査の経過 令和５年１０月２４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客フェリー おれんじじゅぴたー、６９５トン 

   １３２５６１、防予フェリー株式会社 

Ｂ 交通船 第十一睦栄丸 ７.９トン 

   ２８１－３８１４９愛媛、山中船食株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部防舷材に擦過傷 

Ｂ 船尾部ハンドレールに折損等 

岸壁 防衝板側面に擦過傷、コンクリートに欠損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西北西、風力 ７、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

本事故発生場所の南南西約２.４海里に位置する松山南吉田気象観

測所における令和５年１０月２０日の気象観測値は、次のとおりで 

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻 

（時：分） 

風向・風速（m/s） 

平 均 最大瞬間 

１３：１０ 西南西 ９.８ 西南西 １２.３ 

１３：２０ 西 ９.６ 西 １２.９ 

１３：３０ 西北西 ９.６ 北西 １３.９ 

１３：４０ 北西 １１.８ 北西 １４.９ 

１３：５０ 北西 １０.８ 北西 １３.９ 

１４：００ 北西 ９.４ 北西 １１.８ 

１４：１０ 北西 ８.０ 西北西 １０.８ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、旅客２４人を乗せ、車両８台

を積載し、乗組員を入港配置につけ、内港フェリー岸壁の北北西方に

延びる突堤の東面（以下「本件岸壁」という。）の基部に設置された



防衝板（以下「本件防衝板」という。）に船首を押し当てて右舷着け

する目的で、南南東進していた。 

船長Ａは、右舷ウイングで着岸操船中、Ａ船の船首が本件岸壁の北

端に並んだ頃、雨が降り出して西北西風が風速約１１～１２m/s に強

まったのを認めたが、前港である山口県柳井市柳井港出港時に得た気

象情報では、前線が通過するのはまだ先で、本件岸壁への着岸が困難

となるほど風が強くなることはないと思い、着岸操船を続けた。 

 Ａ船は、船長Ａが主機、舵及びバウスラスタを使用して着岸操船を

続け、船首の係船索２本を本件岸壁に取ったものの、更に風が強まっ

て風速約１５m/s となり、船尾が本件岸壁に寄らずに風に圧流され、

船首が南南西方を向いたとき、左舷船首部が本件防衝板の東寄りに強

く接触した。 

Ａ船は、着岸を続けたものの、船尾が本件岸壁に寄らず、船長Ａが

着岸を断念して船首の係船索を外し、後進するため船首を左方に振

り、本件岸壁とほぼ並行の状態としたところ、本件岸壁の対岸の突堤

に接近し、その左舷中央部が、同突堤に無人の状態で係留接岸してい

たＢ船の船尾部に衝突した。（図１、図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 
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図２ 事故発生状況図 

 

船長Ａは、Ａ船を一旦大きく後進させたところ、風が少し収まった

ので、内港フェリー岸壁の突堤西面にＡ船を着岸させ、本事故の発生

を海上保安庁に通報した。 

本船にはスタンスラスタがなく、船長Ａは、横からの風が約１１～

１２m/s までであれば、着岸可能と考えていた。 

本事故発生当日１２時の天気図では、寒冷前線が本事故発生場所の

西側に、同日１５時の天気図では東側にあった。 

分析 Ａ船は、前線の接近が予報されている状況下、本件岸壁に着岸操船

中、船長Ａが、出港時に得た気象情報では前線が通過するのはまだ先

で、着岸が困難となるまで風が強くなることはないと思い、着岸操船

を続けたことから、前線通過に伴い、着岸可能な風速を超える風が吹

いて圧流され、左舷船首部が本件防衝板に強く接触し、続いて左舷中

央部がＢ船の船尾部に衝突したものと考えられる。 

本事故発生当日１２時の天気図では、寒冷前線が本事故発生場所の

西側に、同日１５時の天気図では東側にあり、また、本事故発生時刻

付近における松山南吉田気象観測所での気象観測値及び着岸操船中に

おける本船の観測でそれぞれ風速が上がっていることから、前線が通

過したものと考えられる。 

原因 本事故は、前線の接近が予報されている状況下、Ａ船が本件岸壁に

着岸操船中、船長Ａが、出港時に得た気象情報では前線が通過するの

はまだ先で、着岸が困難となるまで風が強くなることはないと思い、

着岸操船を続けたため、前線通過に伴い、着岸可能な風速を超える風

が吹いて圧流され、左舷船首部が本件防衝板に強く接触し、続いて左

舷中央部がＢ船の船尾部に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

・船長は、前線の接近が予想される場合、入港前に最新の気象情報

を入手すること。 

・船長は、強風により着岸が困難となるおそれがある場合は、前部

本件岸壁 

本件防衝板 



及び後部配置の乗組員との意思疎通をより密に行い、岸壁との距

離等操船に必要な情報を継続的かつ的確に得るとともに、安全に

着岸ができないと判断した際は躊躇
ちゅうちょ

せず着岸をやり直すこと。 

 


